
議案第１８号  

 

   財産の処分について  

 

 学校教育法に基づく大学の校地として，下記のとおり減額して財

産を処分する。  

 

記  

 

１  処分する財産  

旧布川小学校用地  

所  在  地  地目  登記簿面積（㎡） 処分面積（㎡）  

利根町大字布川字台  

１６４９番１  

学校

用地  
５５７ .００  ５５７ .００  

利根町大字布川字台  

１６４９番３  

学校

用地  
２，５２１ .００  ２，５２１ .００  

利根町大字布川字台  

１７３１番３  

学校

用地  
２６０ .００  ２６０ .００  

利根町大字布川字台  

１７３１番２の一部  

学校

用地  
９，３９７ .３７  ４，００３ .９６  

２  処 分 金 額    金２４，０５２，２６１円  

 

３  契 約 相 手 方  東京都板橋区成増一丁目１２番１９号  

学校法人  タイケン学園  

              理事長  柴岡  三千夫  

 

 

 

  令和６年３月４日提出  

 

 

                利根町長  佐々木  喜  章 



 （提案理由）  

学校教育法に基づく大学の校地として使用するため適正な価格

より減額して譲渡したいので，  地方自治法第９６条第１項第６号

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により提案する。  

 

  


